
別紙第２号書式

公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画

Ⅰ　基本的事項

１　団体の概要

団体名

注１　団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合は、「団体名」

　　欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄は、普通会計の全職員数を記載すること。

２　財政指標等（H１８）

標準財政規模（百万円）

地方債現在高（百万円）

積立金現在高（百万円）

　注　平成17年度（又は平成18年度）の地方財政状況調査及び公営企業決算状況調査の報告数値を記入すること。

　　　なお、一部事務組合等に係る財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率については、当該一部事務組合等

　　の構成団体の各数値を加重平均したものを用いるものとする（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険

　　資金について対象としない財政力指数１．０以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数

　　を記載すること。）。

３　合併市町村等における合併市町村基本計画等の要旨

　注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律

　　　第59号）第２条第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町

　　　村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２

　　　項に規定する合併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置された

　　　ものに限る。）をいう。

　　３　□にレを付けた上で要旨を記載すること。また、要旨については、別様としても差し支えないこと。

４　財政健全化計画の基本方針等

　注　計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの５か年とすること。

・歌志内市ホームページ・議会報告・地区別市政懇談会など、
　住民への説明等報告
※承認後公表

歌志内市

2,373

7,112

37

うち公営企業債現在高(百万円)

0.119

101.6

（H19）36.7

5,221国調人口(H17.10. 1現在)

職員数(H19. 4. 1現在) 122
構成団体名

財政力指数

実質公債費比率　(％)

経常収支比率　　(％)

実質収支比率　　(％)

うち普通会計債現在高(百万円) 7,112

区　　分

計 画 名

計 画 期 間

既 存 計 画 と の 関 係

公 表 の 方 法 等

　□　新法による合併市町村、合併予定市町村の合併市町村基本計画の要旨
　□　旧法による合併市町村の市町村建設計画の要旨
　■　該当なし

-6.9

基 本 方 針

〔合併期日：平成○年○月○日〕

内　　　容

　赤字再建団体転落という財政危機から脱却するために根本的な体質
の改善を行い、将来にわたって持続可能な弾力性ある財政基盤を確立
し、結果として地域住民が小さいながらも明るく幸せに暮らすことが
できるマチを目指す。

歌志内市財政健全化計画

平成１９～２３年度

歌志内市財政健全化計画（H１８～H２３）



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免除額

注　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準

　日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確

　認した補償金免除(見込)額を記入すること。

６　平成１９年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

(単位：百万円)

合　　計区　　　分

6公営企業金融公庫資金 4 2

12旧簡易生命保険資金

繰上償還希望額

56

2 3 5

1 10繰上償還希望額

旧 資 金 運 用 部 資 金
7 13 35繰上償還希望額

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

915

11,560

12,519

55,526

合　　計

4,989

4,442

小　　　計　　　　 (B) 915

　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 3,202 1,240

　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 1,251 10,309

小　　　計　　　　 (B)

387 11,102 1,030

　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 6,835 13,230 35,461

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成19年度末残高)

合　　計

臨時河川等整備事業

小　　　計　　　　 (A)

事業債名

普
通
会
計
債

歌志内公園整備事業

水道水源開発等整備事業

小　　　計　　　　 (B)

改良住宅建設事業

公営住宅建設事業

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成19年度末残高）

6,448

1,981

147

2,128

1,067

392

34,431

33,244

7,243

1,981

539

43,007

28,255

6,176

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高) 合　　計

8,290 8,290

2,019 2,019

1,251 1,251

1,251 10,309 11,560

3,5272,287 1,240

2,287 1,240 3,527

事業債名

小　　　計　　　　 (A)

一
般
会
計

出
資
債
等

普
通
会
計
債

改良住宅建設事業

公営住宅建設事業

歌志内公園整備事業

小　　　計　　　　 (A)

事業債名

臨時地方道整備事業
普
通
会
計
債

387 11,102 1,030 12,519

一
般
会
計

出
資
債
等

一
般
会
計

出
資
債
等

水道水源開発等整備事業 915 915



Ⅱ　財政状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ① 収支不足の解消について

課 題 ② 実質公債費比率の減少について

課 題 ③ 職員数の削減

課 題 ④ 直営事業の見直し

課 題 ⑤

留 意 事 項

　注１　「財務上の特徴」欄は、人口や産業構造、財政構造や地域特性等を踏まえて記載すること。また、

　　　財政指標等について、経年推移や類似団体との水準比較などをし、各自工夫の上説明すること。

　　２　「財政運営課題」欄は、税収入の確保、給与水準・定員管理の適正合理化、公債負担の健全化、

　　　公営企業繰出金の適正運用、地方公社・第三セクターの適正な運営等、団体が認識する財政運営上

　　　の課題及びその具体的施策について、優先度の高いものから順に記載する。また、財政運営課題と

　　　認識する理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　　３　「留意事項」欄は、「財政運営課題」で取り上げた項目の他に、財政運営に当たって補足すべき

　　　事項を記載すること。

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

財 政 運 営 課 題

内　　　　容

　平成７年３月に唯一の基幹産業である空知炭礦の閉山により、地域経済が崩壊の危機にさらされ、この危機
を回避するために、閉山後の地域振興策事業、後処理対策事業等、約106億円の事業を実施してきました。
　人口については、炭鉱最盛時に46,000人でありましたが、平成19年４月１日現在では5,100人と、88.9％減少
しています。
　基幹産業の喪失、人口の流出により市民税や鉱産税はもとより固定資産税等の税収は激減し、財政運営は地
方交付税に依存せざるを得ない状況となっています。
　また、平成12年度から空知産炭地域総合発展基金より不適切な長期借入を行ったため、平成18年度に14億
9,680万円を一括償還することになり、更なる財政状況の逼迫をまねき、単年度収支不足が見込まれたため「歌
志内市財政健全化計画（平成18～23年度）」を策定しました。
　平成17年度歳入における、地方税は4.3％・地方交付税は46.1％（類似団体：地方税41.0％、地方交付税17．
8％）と類似団体との比較では正反対であり、少ない税収を地方交付税で補う、脆弱な財政体質となってます。
　また歳出については、炭鉱閉山後の地域振興に多額の起債を発行したため公債費の割合が22.1％（類似団体
12.8％）と、公債費の割合が高いのが特徴です。

　財政負担軽減のため、市直営で実施している事業について見直しを行っていきます。
　具体的には、パークゴルフ場の休止・神威岳スキー場及び保養施設について指定管理者制度導入、介護サー
ビス事業は、平成20年度より現地社会福祉法人による指定管理者制度を導入、デイサービスは、平成21年度よ
り指定管理者制度から建物の売却も含めた民営化の検討を行い、公営企業の経営効率化を図っています。

　平成７年度より退職者の不補充等を行ってはいるものの、人口1,000人あたりの一般職員数は、平成17年度
23．7人（類似団体11．3人）と、2．1倍となっていることから、更なる職員数の削減と行政機構のスリム化を
行っています。
　具体的には、退職者不補充の継続、勧奨退職制度の見直し、行政機構の見直しにより必要最小限の職員の配
置、福祉施設の民間委託による職員数の削減を行い、類似団体の職員数に近づけます。

　炭鉱閉山後の地域振興に要した公債費の償還が多額なことや、空知産炭地域総合発展基金からの不適切な長
期借入金が過去にさかのぼって公債費として算入されることとなったため、実質公債費比率が平成18年度にお
いて全国一の比率となり、「公債費負担適正化計画（平成18年度～23年度）」を策定し、公債費の適正な管理
を行っています。
　具体的には、平成19年度～平成20年度については普通会計建設事業に要する市債の発行は行なわず、21年度
以降についても、必要最小限の事業を吟味しながら実施し、市債の発行を極力抑制します。
　これにより実質公債費比率（３ヶ年平均）は、平成21年度には不適切な長期借入金の公債費算入による影響
がなくなり、平成17年度に償還ピークをむかえていた一般の公債費も２年間の発行抑制により更に数値が減少
し計画終了時には16．5％になる見込みです。

　空知産炭地域総合発展基金の一括償還により収支不足となったため、「財政健全化計画」に基づく歳入の確
保や歳出の削減を徹底して行い、二度とこのような状態に陥らない財政基盤を確立するために取り組んでいま
す。
　具体的には、適正な受益者負担を求めるために、下水道使用料の値上げ、市有地貸付料の見直し、市営・改
良住宅駐車場の使用料を新設するなど収入の確保に取り組んでいます。
　他にも、特別職の報酬削減（市長40％、副市長・教育長30％）、市議会議員定数削減（２名減）、議員報酬
削減（30％）、職員についても、基本給の削減（平均18.1％）、指定管理者制度の導入を行い支出の抑制を
行っています。



Ⅲ　今後の財政状況の見通し
（単位：百万円）

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

地方税 249 240 267 252 254 285 276 262 255 248

地方譲与税 87 88 105 111 128 80 79 78 76 75

地方特例交付金 10 10 7 8 5 2 1 0 0 0

地方交付税 3,179 2,974 2,803 2,738 2,603 2,504 2,389 2,211 2,086 2,068

小計（一般財源計） 3,525 3,312 3,182 3,109 2,990 2,871 2,745 2,551 2,417 2,391

分担金・負担金 459 444 431 432 426 437 434 432 429 427

使用料・手数料 420 311 347 357 429 365 363 357 352 347

国庫支出金 953 1,393 754 831 512 404 410 409 541 550

うち普通建設事業に係るもの 340 279 173 304 59 16 21 21 153 161

都道府県支出金 115 120 102 105 844 89 89 89 89 89

うち普通建設事業に係るもの 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

財産収入 69 14 42 13 1,035 16 16 16 16 16

寄附金 3 6 5 3 4 0 0 0 0 0

繰入金 125 246 312 285 355 18 21 21 21 21

繰越金 93 76 60 90 65 0 0 0 0 0

諸収入 747 585 473 169 284 203 203 149 149 146

うち特別会計からの貸付金返済額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち公社・三ｾｸからの貸付金返済額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地方債 882 475 313 549 517 163 101 107 207 188

特別区財政調整交付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,391 6,982 6,021 5,943 7,461 4,566 4,382 4,131 4,221 4,175

人件費　　　　　　　ａ 1,310 1,279 1,268 1,182 1,023 959 887 865 862 722

うち職員給 863 850 817 777 663 582 585 572 486 469

物件費　　　　　　　ｂ 1,098 849 843 843 1,009 760 753 732 843 846

維持補修費　　　　　ｃ 48 28 38 33 26 24 24 24 23 23

ａ＋ｂ＋ｃ＝　　　　ｄ 2,456 2,156 2,149 2,058 2,058 1,743 1,664 1,621 1,728 1,591

扶助費 690 714 729 707 636 698 698 705 697 696

補助費等 665 1,362 702 474 1,233 423 409 398 378 384

うち公営企業(法適)に対するもの 202 312 123 137 142 101 96 95 79 78

普通建設事業費 1,325 589 403 631 261 62 65 69 314 313

うち補助事業費 764 454 260 463 83 31 40 45 291 289

うち単独事業費 561 135 143 168 178 31 25 24 23 24

災害復旧事業費 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0

失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公債費 1,223 1,244 1,181 1,300 2,564 950 894 793 656 593

うち元金償還分 1,223 1,244 1,180 1,299 2,557 813 772 688 561 503

積立金 65 4 4 4 4 4 4 4 4 4

貸付金 122 121 100 100 80 81 81 81 81 81

うち特別会計への貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち公社、三ｾｸへの貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

繰出金 722 687 578 575 485 473 419 308 263 230

うち公営企業(法非適)に対するもの 657 653 545 542 451 441 386 276 230 197

その他 48 45 76 29 298 98 68 72 75 76

7,316 6,922 5,931 5,878 7,619 4,532 4,302 4,051 4,196 3,968

　【財政指標等】

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

形式収支 76 60 90 65 △158 33 80 80 26 206

実質収支 76 60 86 65 △164 33 80 80 26 206

標準財政規模 2,755 2,592 2,481 2,470 2,373 2,372 2,273 2,088 1,943 1,859

財政力指数 0.101 0.104 0.108 0.113 0.119 0.125 0.13 0.134 0.138 0.141

実質赤字比率　　　(％) 2.8 2.3 3.5 2.6 -6.9 1.4 3.5 3.8 1.3 11.1

経常収支比率　　　(％) 97.4 102.2 106.7 110.2 101.6 96.9 95.4 98.1 104.2 95.2

実質公債費比率    (％) － － － 40.6 36.7 30.9 25.9 23.1 19.6 16.5

地方債現在高 9,279 8,733 8,061 8,988 7,112 6,557 5,902 5,343 5,013 4,724

積立金現在高 1,193 950 657 387 37 27 20 18 16 14

財政調整基金 414 264 104 4 0 0 0 0 0 0

減債基金 422 401 336 222 0 0 0 0 0 0

その他特定目的基金 357 285 217 161 37 27 20 18 16 14

区　　分

（単位：百万円）

歳 入 合 計

区　　分

歳 出 合 計



Ⅳ　行政改革に関する施策

具　体　的　内　容

課題３
（職員数）平成7年度より退職者不補充を実施。今後も不補充、勧奨退職、指定管理者制度による身分移行（指定管理者制度導入に伴
う指定管理者職員への身分移行）等により職員を削減。H18年末:122人→H23年末:94人

課題１
（人件費の削減）福祉サービス等の削減を伴う行財政改革を進めるにあたり、人件費の削減を先行して進めてきた。これによりﾗｽﾊﾟｲﾚ
ｽ指数は類似団体と比較しても低く、また、道内で２番目の低さにあるが、今後も引き続き削減を継続する。
※ ﾗｽﾊﾟｲﾚｽ指数：18年度 86.4　類団 96.7(17年度）
　職員　H11:管理職手当支給率引き下げ　△1ポイント
※「100分の15を乗じて得た額を加算した額に」を削り「100分の55」→「100分の50」
 H14:期末手当△18%　H18:給料△6%､手当△5%　H19.01:給料△8-10% H19.04:給料△16-20%
　特別職　H11:期末手当削減　H14:報酬△3-7%､期末手当△18%　H15:報酬△6～8%　H18:報酬△15-20%､期末手当△10%
　　　　　H19.01:報酬△25-30%　H19.04～報酬△30-40%
  議員　H11:報酬減額「、その報酬月額に100分の15を乗じて得た額を加算額に」を削り、「100分の55」→「100分の50」
　期末手当△10%　H18:報酬△4.4-6.3%､期末手当△20%　H19:報酬△30%

◇　国家公務員の給与構造改革を
　踏まえた給与構造の見直し、地
　域手当のあり方

平成19年度より給与構造の見直しを実施（退職者不補充等の継続、勧奨退職制度の見直し（年齢の引下）、行政機構の見直しにより必
要最小限の職員の配置）
地域手当については、導入していない。

◇　技能労務職員の給与のあり方
19年度現在２名と少ないため、一般行政職の給料表を使用。退職者不補充とし、委託等で対応することとしている。
※今後見直しし、年度内に公表

◇　退職時特昇等退職手当のあり方
退職時特昇はなし。
北海道退職手当組合の規定と同様に、勧奨退職時の割増あり。（最大 45歳以上 勤続15年以上在職 30%割増）

◇　福利厚生事業のあり方 特段の事業なし

課題１
（公共施設の休廃止）各種施設の利用状況及び必要性から判断し、施設の休廃止や開館期間について見直しを行い、経費の節減
（H19.4より庁舎を統合）を図るものである。また、少子化により児童数が減少しているところから、小学校適正配置について、ＰＴ
Ａを始めとする検討会議を設置し検討中。
・実績と今後の予定：H11以降実施済～公衆便所、社会体育施設の休廃止、福祉施設休廃止
　　　　　　　　　　H19～生活館、老人寮（H19.8休止）、図書館・公民館・郷土館・プールの開館期間の短縮　H21～小学校統合、
　　　　　　　　　　 　　児童館統合
（経費節減）組織機構の見直し（グループ制を導入し市長部局７課22係を３課12G）により庁舎を統合し経費の削減を実施。消耗品
費、旅費、光熱水費の削減（削減目標 20～30%）

課題４
（指定管理者移行）平成18年度より指定管理者制度の導入を図り、福祉施設、観光施設について順次指定管理者へ管理運営を移行す
る。また、民営化について施設売却を含め検討する。
・実績と今後の予定：H18～老人ﾎｰﾑ、ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　H19～道の駅、スキー場、温泉　H20～特別養護老人ﾎｰﾑ　H22～救護施設

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用

項　　　目

１　合併予定市町村等にあってはその予定
　とこれに伴う行革内容

２　行革推進法を上回る職員数の純減や人
　件費の総額の削減

３　物件費の削減、指定管理者制度の活用
　等民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　地方公務員の職員数の純減の状況

○　給与のあり方

○　物件費の削減



Ⅳ　行政改革に関する施策（つづき）

具　体　的　内　容

課題１
（徴収率向上）新たな滞納者を出さないことを目標とし、滞納繰越分の徴収率向上を図る。滞納繰越分の1.5%を目標とする。
（施設等の売却）遊休施設及び市有地について、売却に向け準備を進めていく。
※指定管理者制度の終了に伴い随時売却を検討
（収入の確保）以前より料金の見直しを行っており、主なものはH14新設のゴミ収集手数料
（補助・交付金）H18より補助金０ベースから再協議を行った

H19より振興公社との業務委託を全面解除

◇　給与及び定員管理の状況の公表
人事行政（職員の任用、給与、勤務条件、服務、研修など）の運営状況について「歌志内市人事行政の運営等の状況の公表に関する条
例」に基づき市ＨＰ及び市広報に掲載。

◇　財政情報の開示
毎年度の予算・決算や財政状況及び財政比較分析表について、市ＨＰ及び広報誌に掲載している。
また、毎年開催している地区別懇談会（市内12カ所）において市の財政状況を説明。
なお、18年度策定の財政健全化計画についても市ＨＰ及び広報誌に掲載。

人口３万人未満の都市は５年後までとなっており現在検討中。

行財政改革や予算査定における指針とすべく、平成15年度より事務事業評価を実施。

課題２
H19～H20については、普通会計建設事業に要する市債の発行は行わず、H21以降についても必要最小限の事業を吟味しながら実施し市
債の発行を極力抑制し、実質公債費比率の減少に努める。

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ　財政状況の分析」の「財政運営課題」に揚げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱ

　　　に付した課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

○　行政評価の導入

６　行政改革や財政状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

○　行政改革や財政状況に関する情報公開

○　公会計の整備

項　　　目

７　その他

４　地方税の徴収率の向上、売却可能資産
　の処分等による歳入の確保

５　地方公社の改革や地方独立行政法人へ
　の移行の促進



Ⅴ　繰上償還に伴う行政改革推進効果
１　主な課題と取組及び目標

３　公営企業会計に対する基準繰出しの解消

４　収入の確保

５　公共施設管理運営費の見直しによる経費の削減

　注　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

165 161 155 147 129 122 120 117 98 94

-5 -4 -6 -8 -18 -41 -7 -2 -3 -19 -4 -35

職員数のうち一般行政職員数 128 123 118 112 97 91 89 87 69 67

増減数 -3 -5 -5 -6 -15 -34 -6 -2 -2 -18 -2 -30

職員数のうち教育職員数 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3

増減数 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0

職員数のうち警察職員数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

増減数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

職員数のうち消防職員数 26 28 28 27 26 26 26 25 24 23

増減数 -2 2 0 -1 -1 -2 0 0 -1 -1 -1 -3

職員数のうち技能労務職員数 7 6 5 4 3 2 2 2 2 1

増減数 0 -1 -1 -1 -1 -4 -1 0 0 0 -1 -2

－ － － 40.6 36.7 30.9 25.9 23.1 19.6 16.5

-5.3 -5.8 -5.1 -1.3 -3.5 -21.0

9,279 8,733 8,061 8,988 7,112 6,557 5,902 5,343 5,013 4,724

-88 -546 -672 927 -1,876 -2,255 -555 -655 -559 -330 -289 -2,388

1,203 1,176 1,132 1,085 937 809 822 801 686 667

85 112 156 203 351 907 128 115 136 251 270 900

改善額   

改善額   

改善額   

　注１　歳出削減策のみならず、歳入確保策についても幅広く検討の上、記入すること。 計画前５年間改善額　合計 907 改 善 額　　合　計 900

　　２　「課題」欄については、「１　主な課題と取組及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。

　　３　改善額については、原則として、計画期間中(又は計画前５年間)の当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後の計画期間中(又は計画前５年間)も継続するものとして、 （参考）補償金免除額 5

　　　各年度の改善額を計上すること。

    ４　計画期間中の改善額の合計については「計画合計」欄に計上し、計画前５年間の改善額の合計については「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　　５　「計画前５年間改善額　合計」欄及び「改善額　合計」欄については、人件費(退職手当を除く。)その他改善額を記入することが可能なものの合計を記入すること。

　　６　３による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」欄に計上し、計画期間内（又は

　　　計画前５年間）を通じての改善額しか算出できない項目については、当該計画期間内（又は計画前５年間）を通じた改善額を「計画合計」欄（又は「計画前５年間実績」欄）に計上すること。またその場合の

　　　改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に合わせて記入すること。

　　７　「(参考)補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５　繰上償還希望額」に記入した「旧資

　　　金運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　　８　必要に応じて行を追加して記入すること。

（病院事業会計）普通会計人件費削減内容に準じた削減を実施。　（神威岳観光特別会計）管理運営費の見直し
（下水道事業会計）普通会計人件費削減内容に準じた削減を実施。
　　　　　　　　　福祉料金制度の廃止及び料金改定(18年度:30%、21年度:20%程度）により繰出金の解消を図る。

計画合計

職員数

増減数

地方債現在高

実質公債費比率

項　　目

実　　　　　績
計画前５年度

実　績

目　　　　　標

1

増減

人件費(退職手当を除く。)

改善額

増減

（単位：人、百万円）

２　公債費負担の健全化（地方債発行の抑制等）

課　題

課　題 取 組 及 び 目 標

（職員数）平成7年度より退職者不補充を実施。今後も不補充、勧奨退職、指定管理者制度による身分移行等により職員を削減。H14年:165人→H23年:94人
（人件費）職員　H11:管理職手当支給率引き下げ△1.0ポイント H14:期末手当△18%　H18:給料△6%､手当△5%　19.01:給料△8-10%　19.04:給料△16-20%
　　　　　特別職　H11:期末手当削減　H14:報酬△3-7%､期末手当△18%　H15:報酬△6～8%　H18:報酬△15-20%､期末手当△10%　H19.01:報酬△25－30％

平成19年度～20年度の２カ年発行を行わない。公債費負担適正化計画により実質公債比率を計画期間終了次年度（24年度）で16.5%とする。

（税率改正） H18→H19 55百万　　市税の確保（軽自動車税:標準税率1.0→制限税率1.5等）
（使用料等の見直し） 幼稚園入園手数料･保育料減免、公営住宅内駐車場料金設定、市有地貸付料等
※以前より手数料等の見直しを行っており、主なものはゴミ収集手数料をH14より新設

（公共施設の休廃止）H18→H19 23百万　生活館、老人寮（H19.8休止）、図書館・公民館・郷土館・プールの開館期間の短縮
　　　　　　　　　　H21（8百万）～ 小学校統合等
（指定管理者制度移行）H 19（35百万）～道の駅、スキー場、温泉 H20（22百万）～特別養護老人ﾎｰﾑ H22（15百万）～救護施設

６　補助金・交付金等の見直しによる経費の削減 外郭団体等補助金・交付金削減（H18より０ベースからの再協議を行った）

１　職員数の純減や人件費の総額の削減


